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（別表）「介護予防通所サービスご利用料金」について 

 

下記に定められた料金体系によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス料金から介護保険給付額を除いた

金額（自己負担額）をお支払いください。 

 

○介護予防通所サービス費 

 サービス内容 単位 内容の説明 1 割負担金 ２割負担金 3 割負担金 

基 

本 

額 

通所型独自サービス 1   

事業対象者・要支援１（週 1 回） 
1,672 単位 

１ヶ月あたりの 

負担額 

1,672 円 

（1 月に 4 回以上） 

3,344 円 

（1 月に 4 回以上） 

5,016 円 

（1 月に 4 回以上） 通所型独自サービス／22 

要支援２（週 1回） 

通所型独自サービス 2 

事業対象者、要支援２・（週 2 回） 
3,428 単位 

3,428 円 

（1月に 8 回以上） 

6,856 円 

（1月に 8 回以上） 

10,284 円 

（1月に 8 回以上） 

通所型独自サービス 1 回数・2回数 

事業対象者、要支援 1・2 （週 1 回） 
384 単位 

1 回あたりの 

負担額 

384 円 

（1 月に 3 回まで） 

768 円 

（1 月に 3 回まで） 

1,152 円 

（1 月に 3 回まで） 

通所型独自サービス 2 回数 

事業対象者、要支援 2（週 2 回） 

384 円 

（1月に 7 回まで） 

768 円 

（1月に 7 回まで） 

1,152 円 

（1月に 7 回まで） 

加 

算 

額 

 

運動器機能向上加算  225 単位 
１ヶ月あたりの 

負担額 

225 円 450 円 675 円 

栄養アセスメント加算 50 単位 50 円 100 円 150 円 

栄養改善加算     200 単位 200 円 400 円 600 円 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ 20 単位 
6 カ月/回あたりの負担額 

20 円 40 円 60 円 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ 5 単位 5 円 10 円 15 円 

口腔機能向上加算Ⅰ 150 単位 

１ヶ月あたりの 

負担額 

150 円 300 円 450 円 

口腔機能向上加算Ⅱ 160 単位 160 円 320 円 480 円 

選択的サービス複数実施加算Ⅰ  480 単位 480 円 960 円 1,440 円 

選択的サービス複数実施加算Ⅱ  700 単位 700 円 1,400 円 2,100 円 

生活機能向上グループ活動加算  100 単位 100 円 200 円 300 円 

生活機能向上連携加算Ⅰ 100 単位 100 円 200 円 300 円 

生活機能向上連携加算Ⅱ 200 単位 200 円 400 円 600 円 

生活機能向上連携加算Ⅱ 

（運動器機能向上加算あり） 
100 単位 100 円 200 円 300 円 

若年性認知症受入加算  240 単位 240 円 480 円 720 円 

事業所評価加算    120 単位 120 円 240 円 360 円 

科学的介護推進体制加算 40 単位 40 円 80 円 120 円 

サービ

ス提供

体制加

算Ⅰ 

事業対象者、 

要支援 1（週 1 回） 

要支援 2（週 1 回） 

88 単位 88 円 176 円 264 円 

事業対象者、 

要支援 2（週 2 回） 
176 単位 176 円 352 円 528 円 
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サービ

ス提供

体制加

算Ⅱ 

事業対象者、 

要支援 1（週 1 回） 

要支援 2（週 1 回） 

72 単位 72 円 144 円 216 円 

事業対象者、 

要支援 2（週 2 回） 
144 単位 144 円 288 円 432 円 

サービ

ス提供

体制加

算Ⅲ 

事業対象者、 

要支援 1（週 1 回） 

要支援 2（週 1 回） 

24 単位 24 円 48 円 72 円 

事業対象者、 

要支援 2（週 2 回） 
48 単位 48 円 96 円 144 円 

 

※介護サービス利用料 1回あたりは下記の場合に出来高単位の設定となります。 

①「月途中の利用開始・終了、入退院による利用中断・再開の場合」 

②「月途中のケアプラン変更により、利用回数を変更した場合」 

③「介護予防給付において、日割りの請求を行う場合」 

もしくは事業対象者の場合に適用します。 

 

※自己負担額は「負担割合証」に負担割合が記載されています。 

※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として、総単位数の 5.9％が加算されます。（区分支給限度額から除外）  

※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)として、総単位数の 1.0％が加算されます。（区分支給限度額から除外）  

※介護職員等ベースアップ等支援加算として、総単位数の 1.1％が加算されます。（区分支給限度額から除外） 

※サービスの利用料金には、国で定められた地域区分加算が別にされます 

割合は、1045／1000、を乗じた額となります。 

 

○介護保険給付の対象とならないサービス費 

通常の事業実施区域外へ

の送迎費（堺市、大阪狭

山市以外） 

① 本所から片道 5km 未満       無料 

② 本所から片道 5km～10km 未満     510円 

③ 本所から片道 10km 以上の場合は、1km ごとに 101 円 

加算 

食費 ６１２円 

レクリエーション活動費用等 実費 

日常生活上必要となる諸費用 実費 

（消費税込み） 


